
○薬局等における薬剤師による管理及び情報提供等の徹底について 
(平成一〇年一二月二日)
(医薬発第一、〇四三号)

(各都道府県知事・各政令市市長・各特別区区長あて厚生省医薬安全局長通知)
薬局及び一般販売業の店舗(以下「薬局等」という。)については、その開局中又は開店中は、

薬剤師を薬局等に常時配置するよう指導してきているところであるが、今般、首都圏において一
般販売業を中心にチェーン展開を行っている施設について立入検査が行われたところ、薬剤師が
不在であった多数の施設が判明したところである。 

また、医薬品を一般に購入し、又は使用する者(以下「購入者等」という。)に対する情報提供
については、平成八年の薬事法改正により薬局開設者及び医薬品販売業者の努力義務とされ、昨
年四月より施行されたところであるが、その販売に際して薬剤師による情報提供が特に求められ
ている医療用医薬品からの転用成分を含有する新一般用医薬品(いわゆるスイッチOTC薬)につい
て、薬局等における情報提供等が十分行われていない場合があるとの指摘がなされているところ
である。 

このため、「薬局、医薬品製造業、医薬品輸入販売業及び医薬品販売業の業務について」(昭
和三三年五月七日薬発第二六四号)の薬局開設者の遵守すべき事項等を左記の趣旨により別添の
とおり改正するので、貴管下関係業者への周知徹底方お願いする。 

記 
１ 薬局等においては、薬剤師である管理者を置き、当該管理者は保健衛生上の支障を生ずるお

それがないようその薬局等の管理に遺憾なきを期すこと。 
２ 薬局等の開局中又は開店中は、薬剤師を薬局等に常時配置し、医薬品の販売に当たり、購入

者等に対し、医薬品の適正な使用のために必要な情報を提供すること。 
３ 特に、承認後一定期間の市販後調査を課すとともに薬事法第二九条に規定する指定医薬品と

された医療用医薬品からの転用成分を含有する新一般用医薬品(いわゆるスイッチOTC薬)につ
いては、薬剤師が積極的に医薬品の適正使用に必要な情報提供及び副作用情報の収集等を行う
こと。 

４ 業務に従事する薬剤師については、薬剤師であることが購入者等に容易にわかるよう、ま
た、業務に従事する薬剤師でない者が薬剤師に誤認されることのないよう必要な措置を講じる
こと。 
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